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本号で公布された条例のあらま本号で公布された条例のあらましし

◎ 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第21号）

１ 改正の理由及び主な内容

知事の権限に属する事務のうち、租税特別措置法に基づく優良住宅の認定や、都市計画法に基づく都市計画区域内における

開発行為の許可等について日向市に移譲するため、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年８月１日から施行することとしました。

◎ 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例（条例第22号）

１ 改正の理由及び主な内容

老人保健法の改正による同法の名称の変更や、介護保険法施行規則の改正による介護サービス情報調査の対象の追加等に伴

い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしました。

◎ 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第23号）

１ 改正の理由及び主な内容

農村地域工業等導入促進法に基づく県税の課税免除及び中心市街地の活性化に関する法律に基づく県税の不均一課税を行っ

た場合における交付税の減収補てん措置が延長されたことに伴い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日等

この条例は、公布の日から施行し、平成20年４月１日から適用することとしました。

◎ 退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例（条例第24号）

１ 改正の理由及び主な内容

株式会社日本政策金融公庫法の成立により、国民生活金融公庫が株式会社日本政策金融公庫に統合されることに伴い、所要

の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年10月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県小児科専門医師研修資金貸与条例（条例第25号）

１ 制定の理由及び主な内容

小児科医師の育成及び確保を図るため、県内の小児科で専門研修を受けている医師に対し、研修資金を貸与するための条例

を制定することとしました。

２ 施行期日等
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宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 七 月 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 二 十 一 号

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 十 四 の 三 の 項 中 「 延 岡 市 」 の 下 に 「 及 び 日 向 市 」 を 加 え る 。

別 表 二 十 二 の 項 及 び 二 十 六 の 項 か ら 二 十 八 の 項 ま で の 規 定 中 「 及 び 延 岡 市 」 を 「 、 延 岡

市 及 び 日 向 市 」 に 改 め る 。

別 表 二 十 九 の 項 中 「 延 岡 市 」 の 下 に 「 及 び 日 向 市 」 を 加 え る 。

別 表 三 十 の 項 を 削 る 。

別 表 三 十 の 二 の 項 中 「 延 岡 市 」 の 下 に 「 及 び 日 向 市 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 三 十 の 項 と す

る 。
別 表 三 十 二 の 項 中 「 延 岡 市 」 の 下 に 「 及 び 日 向 市 」 を 加 え る 。

別 表 三 十 三 の 項 、 三 十 四 の 項 及 び 三 十 五 の 項 中 「 及 び 延 岡 市 」 を 「 、 延 岡 市 及 び 日 向 市 」

に 改 め る 。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年４月１日から適用することとしました。

◎ 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第26号）

１ 改正の理由及び主な内容

老人保健法の改正による同法の名称の変更等に伴い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとしました。

◎ 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例（条例第27号）

１ 改正の理由及び主な内容

宮崎県公安委員会の指定を受けた自動車教習所の名称変更等に伴い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとしました。

条条 例例
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附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 七 月 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 二 十 二 号

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県 条 例 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 三 条 第 一 項 第 十 一 号 の 二 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 一 の 三 温 泉 法 第 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 掘 削 の た め の 施 設 等 の 変 更 の 許 可 の

申 請 に 対 す る 審 査 掘 削 の た め の 施 設 等 の 変 更 の 許 可 申 請 手 数 料

第 三 条 第 一 項 第 十 二 号 の 二 中 「 第 十 一 条 第 二 項 」 の 下 に 「 又 は 第 三 項 」 を 加 え 、 同 号 の

次 に 次 の 五 号 を 加 え る 。

十 二 の 三 温 泉 法 第 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く ゆ う 出 路 の 増 掘 の た め の 施 設 等 の 変 更 の 許 可 の 申 請 に 対 す る 審 査 ゆ う 出 路 増 掘 の

た め の 施 設 等 の 変 更 の 許 可 申 請 手 数 料

十 二 の 四 温 泉 法 第 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 温 泉 の 採 取 の 許 可 の 申 請 に 対 す る

審 査 温 泉 採 取 許 可 申 請 手 数 料

十 二 の 五 温 泉 法 第 十 四 条 の 三 第 一 項 又 は 第 十 四 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 温 泉 の 採

取 の 許 可 を 受 け た 地 位 の 承 継 の 承 認 申 請 に 対 す る 審 査 温 泉 採 取 許 可 を 受 け た 地 位 の

承 継 の 承 認 申 請 手 数 料

十 二 の 六 温 泉 法 第 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 可 燃 性 天 然 ガ ス の 濃 度 の 確 認 申 請

に 対 す る 審 査 可 燃 性 天 然 ガ ス 濃 度 確 認 申 請 手 数 料

十 二 の 七 温 泉 法 第 十 四 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 温 泉 の 採 取 の た め の 施 設 等 の 変 更
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の 許 可 の 申 請 に 対 す る 審 査 温 泉 採 取 施 設 等 の 変 更 の 許 可 申 請 手 数 料

第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 療 養 又 は 医 療 」 を 「 療 養 」 に 改 め 、 「 の 規 定 に 基 づ き 定 め ら れ

た 療 養 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 方 法 （ 以 下 「 療 養 費 用 算 定 方 法 」 と い う 。 ） 」 を 「 又 は 高

齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 七 年 法 律 第 八 十 号 ） の 規 定 に 基 づ く 診 療 報 酬 の

算 定 方 法 （ 以 下 「 診 療 報 酬 算 定 方 法 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 「 又 は 老 人 保 健 法 （ 昭 和 五 十

七 年 法 律 第 八 十 号 ） の 規 定 に 基 づ き 定 め ら れ た 医 療 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準

（ 以 下 「 医 療 費 用 算 定 基 準 」 と い う 。 ） 及 び 老 人 入 院 時 食 事 療 養 費 に 係 る 食 事 療 養 の 費 用

の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 （ 以 下 「 老 人 食 事 療 養 費 用 算 定 基 準 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 「 療

養 等 」 を 「 療 養 」 に 、 「 療 養 費 用 算 定 方 法 に 」 を 「 診 療 報 酬 算 定 方 法 に 」 に 改 め 、 「 又 は

医 療 費 用 算 定 基 準 に 規 定 す る 一 点 の 単 価 を 十 一 円 五 十 銭 と し て 算 定 し た 額 （ そ の 額 に 一 円

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） 及 び 老 人 食 事 療 養 費 用 算 定 基 準 に よ り 算

定 し た 額 に 百 分 の 百 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を

切 り 捨 て た 額 ） の 合 算 額 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 又 は 医 療 」 を 削 り 、 「 療 養 費 用 算 定 方

法 」 を 「 診 療 報 酬 算 定 方 法 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 十 一 の 二 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

別 表 第 二 の 十 二 の 二 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 一 の 三
掘 削

の た め

の 施 設

等 の 変

更 の 許

可 申 請

手 数 料

一 件 に つ き 二 万 四 千 円

十 二 の 三
ゆ う

一 件 に つ き 二 万 四 千 円
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出 路 増

掘 の た

め の 変

更 の 許

可 申 請

手 数 料

十 二 の 四
温 泉

採 取 許

可 申 請

手 数 料

十 二 の 五
温 泉

採 取 許

可 を 受

け た 地

位 の 承

継 の 承

認 申 請

手 数 料

十 二 の 六
可 燃

性 天 然

ガ ス 濃

度 確 認

申 請 手

一 件 に つ き

一 件 に つ き

一 件 に つ き

三 万 五 千 円

七 千 四 百 円

七 千 四 百 円
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別 表 第 二 の 百 四 十 四 の 六 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

数 料

十 二 の 七
温 泉

採 取 施

設 等 の

変 更 の

許 可 申

請 手 数

料

一 件 に つ き 二 万 四 千 円

百 四 十 四

の 六 介

護 サ ー

ビ ス 情

報 調 査

手 数 料

訪 問 介 護

訪 問 入 浴 介 護

訪 問 看 護

通 所 介 護

特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

福 祉 用 具 貸 与

居 宅 介 護 支 援

介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス

介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス

訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

介 護 療 養 施 設 サ ー ビ ス

短 期 入 所 生 活 介 護

短 期 入 所 療 養 介 護

特 定 福 祉 用 具 販 売

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

一 件 に つ き

同
同

同
同

同
同

同
同

同
同

同
同

同
同

同

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 八 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 八 千 円

三 万 八 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 八 千 円

三 万 八 千 円

三 万 八 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

一 の 調 査 票 に

よ り 複 数 の 介

護 サ ー ビ ス の

調 査 を 受 け る

と き は 、 当 該

複 数 の 介 護 サ

ー ビ ス の う ち

い ず れ か 一 種

類 の 調 査 を 受

け る も の と み

な す 。
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「 「

地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居

者 生 活 介 護

地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉

施 設 入 所 者 生 活 介 護

介 護 予 防 訪 問 介 護

介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護

介 護 予 防 訪 問 看 護

介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ

ー シ ョ ン

介 護 予 防 通 所 介 護

介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ

ー シ ョ ン

介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介

護
介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介

護
介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者

生 活 介 護

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与

特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販

売
介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通

所 介 護

同
同

同
同

同
同

同
同

同
同

同
同

同
同

三 万 八 千 円

三 万 八 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 八 千 円

三 万 八 千 円

三 万 八 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

三 万 三 千 円

五 千 円 七 千 円
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別 表 第 二 の 三 百 九 十 三 の 項 中 を に 、

九 千 円

一 万 四 千 円

一 万 九 千 円

三 万 四 千 円

四 万 八 千 円

一 万 三 千 円

二 万 円

二 万 八 千 円

四 万 八 千 円

七 万 千 円
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」 」

「 「

十 四 万 円

二 十 四 万 円

四 十 六 万 円

二 十 万 七 千 円

三 十 一 万 千 円

五 十 三 万 千 円

九 千 円

五 千 円

四 千 円

一 万 千 円

七 千 円

六 千 円
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を に 改 め 、 同 表 の 三 百 九 十 四 の 項 中

」 」

三 千 円

八 千 円

四 千 円

四 千 円

一 万 千 円

六 千 円
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「 「一 万 円

九 千 円

一 万 二 千 円

一 万 千 円

一 万 六 千 円

一 万 四 千 円

一 万 三 千 円

一 万 七 千 円

一 万 六 千 円

二 万 三 千 円
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一 万 五 千 円

二 万 二 千 円

二 万 千 円

三 万 六 千 円

三 万 五 千 円

二 万 二 千 円

三 万 二 千 円

三 万 円

五 万 三 千 円

五 万 二 千 円
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を に 改 め 、 同 表 の 三 百 九 十 五 の 項 中

五 万 円

四 万 七 千 円

十 二 万 円

十 一 万 円

七 万 四 千 円

六 万 九 千 円

十 七 万 八 千 円

十 六 万 千 円
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十 九 万 円

十 八 万 円

三 十 八 万 円

三 十 七 万 円

一 万 三 千 円

二 十 六 万 円

二 十 五 万 二 千 円

四 十 五 万 五 千 円

四 十 四 万 五 千 円

一 万 六 千 円
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」 」

「 「

一 万 二 千 円

八 千 円

九 千 円

一 万 四 千 円

一 万 円

一 万 二 千 円

九 千 円

一 万 千 円

一 万 五 千 円

二 万 円

一 万 三 千 円

一 万 六 千 円

二 万 二 千 円

二 万 八 千 円
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を に 改 め る 。

三 万 三 千 円

四 万 五 千 円

十 万 円

十 六 万 円

三 十 三 万 円

一 万 二 千 円

四 万 九 千 円

六 万 六 千 円

十 四 万 七 千 円

二 十 二 万 二 千 円

四 十 万 七 千 円

一 万 六 千 円
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」 」

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定

め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 第 三 条 第 一 項 第 十 二 号 の 二 の 次 に 五 号 を 加 え る 改 正 規 定 （ 第 十 二 号 の 六 を 加 え る 部

分 に 限 る 。 ） 及 び 別 表 第 二 の 十 二 の 二 の 項 の 次 に 十 二 の 三 の 項 か ら 十 二 の 七 の 項 ま で

を 加 え る 改 正 規 定 （ 十 二 の 六 の 項 を 加 え る 部 分 に 限 る 。 ） 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 二

月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日

二 別 表 第 二 の 三 百 九 十 三 の 項 か ら 三 百 九 十 五 の 項 ま で の 改 正 規 定 平 成 二 十 年 十 月 一

日
三 第 三 条 第 一 項 第 十 一 号 の 二 の 次 に 一 号 を 加 え る 改 正 規 定 、 同 項 第 十 二 号 の 二 の 次 に

五 号 を 加 え る 改 正 規 定 （ 第 十 二 号 の 六 を 加 え る 部 分 を 除 く 。 ） 、 別 表 第 二 の 十 一 の 二

の 項 の 次 に 十 一 の 三 の 項 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 同 表 の 十 二 の 二 の 項 の 次 に 十 二 の 三 の

項 か ら 十 二 の 七 の 項 ま で を 加 え る 改 正 規 定 （ 十 二 の 六 の 項 を 加 え る 部 分 を 除 く 。 ）

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 五 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 七 月 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 二 十 三 号

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 三 号 中 「 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 一 年 十 二 月 三 十 一 日 」 に 改 め

八 千 円

九 千 円

一 万 二 千 円

一 万 三 千 円
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る 。
第 六 条 第 六 号 中 「 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に

関 す る 条 例 の 規 定 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

退 職 年 金 及 び 退 職 一 時 金 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 七 月 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 二 十 四 号

退 職 年 金 及 び 退 職 一 時 金 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

退 職 年 金 及 び 退 職 一 時 金 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 宮 崎 県 条 例 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 十 二 条 第 一 項 中 「 国 民 生 活 金 融 公 庫 」 を 「 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 小 児 科 専 門 医 師 研 修 資 金 貸 与 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 七 月 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 二 十 五 号

宮 崎 県 小 児 科 専 門 医 師 研 修 資 金 貸 与 条 例

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 宮 崎 県 内 の 病 院 又 は 診 療 所 の 小 児 科 （ 以 下 「 県 内 の 小 児 科 」 と い う 。

） に お い て 専 門 研 修 （ 医 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 十 六 条 の 二 第 一 項 に 規

定 す る 臨 床 研 修 を 修 了 し た 医 師 が 専 門 的 な 知 識 及 び 技 術 を 修 得 す る た め に 受 け る 研 修 で
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規 則 で 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 受 け て い る 医 師 に 対 し 、 医 師 研 修 資 金 を 貸 与

す る こ と に よ り 、 小 児 科 医 の 育 成 及 び 確 保 を 図 り 、 も っ て 医 療 提 供 体 制 の 充 実 に 資 す る

こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 医 師 研 修 資 金 と は 、 専 門 研 修 の た め の 資 金 を い う 。

（ 貸 与 の 対 象 者 ）

第 三 条 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す 者 と す

る 。
一 県 内 の 小 児 科 に お い て 、 専 門 研 修 を 受 け て い る 者 （ 宮 崎 県 医 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 （

平 成 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 五 十 号 ） に 基 づ き 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 で そ の 返 還 の 免

除 の 要 件 に 満 た な い も の そ の 他 規 則 で 定 め る 者 を 除 く 。 ） で あ る こ と 。

二 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け る 期 間 を 満 了 し た 後 、 県 内 の 小 児 科 に お い て 医 師 の 業 務

に 従 事 し よ う と す る 者 で あ る こ と 。

（ 貸 与 の 額 ）

第 四 条 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 の 額 は 、 月 額 十 五 万 円 と す る 。

２ 医 師 研 修 資 金 は 、 三 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 貸 与 す る 。

３ 医 師 研 修 資 金 は 、 無 利 子 と す る 。

（ 保 証 人 ）

第 五 条 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 保 証 人 を 立 て な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 保 証 人 は 、 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 と 連 帯 し て 債 務 を 負 担 す る も の と す

る 。
（ 貸 与 の 停 止 等 ）

第 六 条 知 事 は 、 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け て い る 者 が 専 門 研 修 を 休 止 し た と き は 、 休 止

し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 分 か ら 専 門 研 修 を 再 開 し た 日 の 属 す る 月 の 分 ま で 、 医 師 研 修 資

金 の 貸 与 を 停 止 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 月 の 分 と し て 既 に 貸 与 さ

れ た 医 師 研 修 資 金 が あ る と き は 、 当 該 医 師 研 修 資 金 は 、 医 師 研 修 資 金 を 受 け て い る 者 が 、
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専 門 研 修 を 再 開 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 以 降 の 月 の 分 と し て 貸 与 さ れ た も の と み な す 。

２ 知 事 は 、 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け て い る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

そ の 事 実 の 生 じ た 日 の 属 す る 月 の 分 か ら 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 行 わ な い も の と す る 。

一 専 門 研 修 を 中 止 し た と き 。

二 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け る こ と を 辞 退 し た と き 。

三 死 亡 し た と き 。

四 心 身 の 故 障 の た め 専 門 研 修 を 継 続 す る 見 込 み が な く な っ た と 認 め ら れ る と き 。

五 そ の 他 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け て い る 者 と し て 不 適 当 と 認 め ら れ る と き 。

（ 返 還 ）

第 七 条 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 貸 与

を 受 け た 医 師 研 修 資 金 を 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 日 か ら 起 算 し て 一 月 以 内 に 一

括 し て 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 知 事 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る と き は 、 別

に 期 限 を 定 め 、 又 は 分 割 し て 返 還 さ せ る こ と が で き る 。

一 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 が 行 わ れ な く な っ た と き 。

二 貸 与 を 受 け た 期 間 を 満 了 し た 後 、 直 ち に 県 内 の 小 児 科 に お い て 医 師 の 業 務 に 従 事 し

な か っ た と き 。

三 そ の 他 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 の 目 的 を 達 成 す る 見 込 み が な く な っ た と 認 め ら れ る と き 。

２ 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 は 、 正 当 な 理 由 が な く 貸 与 を 受 け た 医 師 研 修 資 金 を 返

還 す べ き 日 ま で に 返 還 し な か っ た と き は 、 当 該 返 還 す べ き 日 の 翌 日 か ら 返 還 の 日 ま で の

期 間 の 日 数 に 応 じ 、 返 還 す べ き 額 に つ き 年 十 五 パ ー セ ン ト の 割 合 （ こ の 場 合 に お け る 年

当 た り の 利 息 の 割 合 は 、 閏 年 の 日 を 含 む 期 間 に つ い て も 、 三 百 六 十 五 日 当 た り の 割 合 と

じ ゅ ん

す る 。 ） で 計 算 し た 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

３ 前 項 の 規 定 に よ り 計 算 し た 利 息 の 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る と き 、 又 は そ の 全 額 が 百

円 未 満 で あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 又 は そ の 全 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。

（ 返 還 の 猶 予 ）

第 八 条 知 事 は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 心 身 の 故 障 、
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災 害 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 当 該 医 師 研 修 資 金 を 返 還 す る こ と が 困 難 で あ る と 認

め ら れ る と き は 、 そ の 理 由 が 継 続 す る 間 、 当 該 医 師 研 修 資 金 の 返 還 の 全 部 又 は 一 部 を 猶

予 す る こ と が で き る 。

（ 返 還 の 免 除 ）

第 九 条 知 事 は 、 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ

た と き は 、 当 該 医 師 研 修 資 金 の 返 還 の 全 部 を 免 除 す る も の と す る 。

一 貸 与 を 受 け た 期 間 を 満 了 し た 後 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 県 内 の 小 児 科 に お い て

医 師 の 業 務 に 従 事 し た と 認 め ら れ る 期 間 （ 以 下 「 業 務 従 事 期 間 」 と い う 。 ） が 、 一 年

（ 貸 与 を 受 け た 期 間 が 一 年 に 満 た な い 場 合 に あ っ て は 、 貸 与 を 受 け た 期 間 ） に 達 し た

と き 。

二 県 内 の 小 児 科 に お い て 医 師 の 業 務 に 従 事 し て い る 期 間 中 に 、 業 務 上 の 理 由 に よ り 死

亡 し 、 又 は 業 務 に 起 因 す る 心 身 の 故 障 の た め 業 務 に 従 事 す る こ と が で き な く な っ た と

き 。

第 十 条 知 事 は 、 前 条 第 二 号 に 規 定 す る 場 合 を 除 く ほ か 、 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者

が 死 亡 、 心 身 の 故 障 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ り 当 該 医 師 研 修 資 金 を 返 還 す る こ と が

で き な く な っ た と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 医 師 研 修 資 金 の 返 還 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す

る こ と が で き る 。

２ 知 事 は 、 医 師 研 修 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 の 業 務 従 事 期 間 が 前 条 第 一 号 に 規 定 す る 期 間

に 満 た な い と き は 、 当 該 医 師 研 修 資 金 の 返 還 の 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 十 一 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別

に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

宮 崎 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。
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平 成 二 十 年 七 月 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 二 十 六 号

宮 崎 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 四 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 二 項 中 「 の 規 定 に 基 づ き 定 め ら れ た 療 養 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 方 法 （ 以 下 「

療 養 費 用 算 定 方 法 」 と い う 。 ） 」 を 「 又 は 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 七

年 法 律 第 八 十 号 ） の 規 定 に 基 づ く 診 療 報 酬 の 算 定 方 法 （ 以 下 「 診 療 報 酬 算 定 方 法 」 と い う 。

） 」 に 改 め 、 「 又 は 老 人 保 健 法 （ 昭 和 五 十 七 年 法 律 第 八 十 号 ） の 規 定 に 基 づ き 定 め ら れ た

医 療 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 （ 以 下 「 医 療 費 用 算 定 基 準 」 と い う 。 ） 及 び 老

人 入 院 時 食 事 療 養 費 に 係 る 食 事 療 養 の 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 （ 以 下 「 老 人 食 事 療 養

費 用 算 定 基 準 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 「 療 養 又 は 医 療 」 を 「 療 養 」 に 、 「 療 養 費 用 算 定 方

法 に 」 を 「 診 療 報 酬 算 定 方 法 に 」 に 改 め 、 「 又 は 医 療 費 用 算 定 基 準 に 規 定 す る 一 点 の 単 価

を 十 五 円 と し て 算 定 し た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ）

及 び 老 人 食 事 療 養 費 用 算 定 基 準 に よ り 算 定 し た 額 に 百 分 の 百 五 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額

に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） の 合 算 額 」 を 削 る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

警 察 関 係 使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 七 月 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 二 十 七 号

警 察 関 係 使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

警 察 関 係 使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ
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う に 改 正 す る 。

別 表 第 三 の 二 の 項 及 び 三 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

二 道 交 法 第 百 八 条 の

二 第 一 項 第 二 号 の 規

定 に 基 づ く 講 習

三 道 交 法 第 百 八 条 の

二 第 一 項 第 十 号 の 規

定 に 基 づ く 講 習

道 交 法 第 百 十 二 条 第 二 項

道 交 法 第 百 十 二 条 第 二 項

旭 興 自 動 車 学 校 、 サ ン モ ー

タ ー ス ク ー ル 及 び 警 友 自 動

車 学 校

宮 崎 シ ー サ イ ド モ ー タ ー ス

ク ー ル 、 ナ カ ム ラ 自 動 車 学

校 、 旭 興 自 動 車 学 校 、 サ ン

モ ー タ ー ス ク ー ル 、 高 鍋 自

動 車 学 校 、 日 南 自 動 車 学 校 、

西 都 自 動 車 学 校 、 日 向 自 動

車 学 校 、 東 九 州 自 動 車 学 校 、

警 友 自 動 車 学 校 、 延 陵 自 動

車 学 校 、 都 城 ド ラ イ ビ ン グ

ス ク ー ル 、 小 林 共 立 自 動 車

学 校 、 宮 崎 ド ラ イ ビ ン グ ス

ク ー ル 、 え び の 高 原 ド ラ イ

ビ ン グ ス ク ー ル 、 フ ェ ニ ッ

ク ス モ ー タ ー ス ク ー ル 、 清

武 自 動 車 学 校 及 び 野 尻 自 動

車 学 校
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